
 

 

令和４年12月14日  

医療機関の長 様 

大阪市新型コロナウイルスワクチン接種推進監  

 

新型コロナワクチン令和４年秋開始接種で使用するワクチンについて 

 

 時下、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本市の新型コロナウイルス感染症対策に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、令和４年９月 20日から開始された令和４年秋開始接種（オミクロン株対応ワクチンもしくは

令和４年 11月８日以降の武田社ワクチン（ノババックス）による追加接種）において使用するワクチ

ンにつきまして、下記のとおり改めてお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 令和４年秋開始接種で使用するワクチンについて 

前回接種したワクチンの種類にかかわらず、以下のいずれかのワクチンを使用します。 

接種回数は、１人１回限りです。 

・ファイザー社のオミクロン株対応ワクチン（BA.1もしくは BA.4-5対応型）：12歳以上 

・モデルナ社のオミクロン株対応ワクチン（BA.1もしくは BA.4-5対応型）：18歳以上 

・武田社（ノババックス）の従来ワクチン：18歳以上 

※令和４年秋開始接種において、基本的には２価ワクチンであるファイザー社又はモデルナ社

のオミクロン株対応ワクチンが推奨されています。武田社の新型コロナワクチン（ノババッ

クス）は従来型の１価ワクチンであり、ファイザー社及びモデルナ社のオミクロン株対応ワ

クチンを何らかの理由で接種できない方のための選択肢と位置付けられています。 

 

２ 令和４年秋開始接種の留意事項について 

国は、初回接種（１・２回目接種）完了者について、３回目接種以降にオミクロン株対応ワ

クチンを１回接種するとの方針を示しており、単に接種回数を増やす目的で従来ワクチンを追

加接種することは適切ではなく、３～５回目接種のいずれかにかかわらず、早期にオミクロン

株対応ワクチン（もしくはノババックス）を１回接種することが重要としています。 

   また、国は一人あたり最大で従来ワクチン４回と令和４年秋開始接種１回の計５回までを予防接

種法上の有効な接種として認めており、現行の制度において、５回目に従来ワクチンを接種した場

合は、間違い接種となり本市にご報告いただく必要がありますのでご留意ください。 

   なお、この場合でも、一定の間隔を空けたのち、オミクロン株対応ワクチンを１回接種すること

は制度上可能ですが、国としては６回以上新型コロナワクチンを接種した場合の安全性等について

は知見を有していないとしています。 

   従いまして、令和４年秋開始接種を実施する際は、接種履歴の事前確認を十分に行っていただき

ますようお願いいたします。 
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